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法
規
集
掲
載
事
項
）
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ジ

規

則

�
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
・
行
革
課
）

一

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
一
健
康
福
祉
部
の
部
香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
指
導
課
長
」
を
「
次
長
」
に
改

め
、
同
部
香
川
県
立
津
田
病
院
の
項
中
「
（
事
務
局
次
長
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
服
務
関
係
事
務

に
つ
い
て
は
、
庶
務
課
長
）
」
を
削
り
、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
香
川
県
立
丸
亀
高
等
技
術
学
校
の
項
中

「
主
管
課
長
」
を
「
副
校
長
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
主
管
課
長
」
に
改
め
、
同
表
農
政
水
産
部
の
部

香
川
県
東
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
、
香
川
県
中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
香
川
県

西
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指
定
す
る
職
員
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、

同
表
土
木
部
の
部
香
川
県
高
松
土
木
事
務
所
の
項
中
「
椛
川
ダ
ム
建
設
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
春
日
川

河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
工
事
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
春
日
川
改
修
事
業
所
長
」
を
加
え
、
同

部
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
部
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
の
項
を
削
る
。

別
表
二
の
一
の
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
及
び
訂
正
請
求
」
を
「
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
」

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
の
是
正
の
申
出
に
対
す
る
」
を
「
に
関
す
る
苦
情
の
」
に
改
め
、
同
項
中
第

二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
二
の
二
の
項
第
九
号
中
「
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
の
額
」
を
加
え
、
同
表
四
の
項
中
第
六
号
を
削

り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
同

項
備
考
第
三
号
中
「
保
全
課
、
建
設
課
」
を
「
道
路
課
、
河
川
港
湾
課
」
に
、
「
８
」
を
「
７
」
に
改
め
、

同
表
六
の
項
中
「
関
係
事
務
」
の
下
に
「
（
出
先
機
関
の
長
が
管
理
す
る
土
地
の
区
域
内
の
放
置
自
動
車

に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
七
の
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
三
号
か
ら

第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
三
監
理
課
の
部
中
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
四
の
項
か
ら
十
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

「
十
三

屋
外
広
告

「
十
三

屋
外
広
告

物
法
関
係
事
務

物
条
例
関
係
事

法
…
屋
外
広
告

務

り
下
げ
、
同
部
十
三
の
項
中

を

物
法

に
改
め
、
同
項
第
八
号
及

条
…
香
川
県
屋

条
…
香
川
県
屋

外
広
告
物

外
広
告
物

条
例

」

条
例

」

び
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
広
告
物
等
を
表
示
す
る
者
等
か
ら
報
告
を
徴
し
」
を
「
広
告
物
表

示
者
等
に
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
」
に
、
「
土
地
」
を
「
土
地
等
」
に
、
「
で
報
告

を
徴
し
」
を
「
で
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
」
に
、
「
十
四
条
」
を
「
三
十
四
条
一
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
十
一
条
」
を
「

二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
五
条
三
項
」
を
「
七
条
三
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

号 外

平 成１７年

４月１日（金曜日）

規

則

香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所

次
長

主
管
課
長

１０

事
業
者
と
本
人
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
等
を
行
う
こ
と
。
○

○

３

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

○

○

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
号
外
）

一



別
表
三
監
理
課
の
部
十
三
の
項
第
二
号
中
「
五
条
一
項
四
号
」
を
「
七
条
一
項
四
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
道
路
等
に
野
立
広
告
等
の
」
を
「
地
域
等
に
お
け
る
」
に
、
「

又
は
そ
の
」
を
「
そ
の
期
間
の
更
新
を
許
可
し
、
又
は
そ
の
変
更
若
し
く
は
」
に
、
「
四
条
、
九
条
一
項
」

を
「
六
条
、
十
一
条
一
項
、
十
二
条
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三

号
を
加
え
、
同
項
を
同
部
十
四
の
項
と
す
る
。

別
表
三
監
理
課
の
部
中
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

「
条
…
香
川
県
公

共
用
財
産

管
理
条
例

下
げ
、
同
部
二
の
項
中

規
…
香
川
県
公

を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
、
条
十

共
用
財
産

管
理
条
例

施
行
規
則
」

四
条
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を

第
二
号
と
し
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
を
同
部
三
の
項
と

し
、
同
部
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
一

消
費
者
保
護
条
例
関

「
一

消
費
生
活
条
例
関
係

係
事
務

事
務

別
表
四
の
一
の
表
一
の
項
中

を

に
改
め
、

条
…
香
川
県
消
費
者
保

条
…
香
川
県
消
費
生
活

護
条
例

」

条
例

」

同
項
第
一
号
中
「
十
七
条
一
項
」
を
「
二
十
七
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
七
条
二
項
」
を

「
二
十
七
条
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
九
の
表
七
の
項
第
一
号
中
「
関
係
事
務
」
の
下
に
「
（
１４
の
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
九
の
表
七
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
第
一
号
中
「
五
条
一
項
」
を
「
四
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
五
条
二
項
」
を
「
四
条
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

薬
局
の
管
理
者
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
管
理
者
が
薬
局
以

外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ

と
。
（
法
七
条
三
項
、
十
七
条
四
項
）

○

○

１２

措
置
入
院
者
の
入
院
措
置
を
解
除
す
る
こ
と
。
（
法
二
十
九
条
の
四
第
一
項
）

○

○

１３

措
置
入
院
者
の
仮
退
院
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
四
十
条
）

○

○

１４

精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
（
財
務
に
係
る
事
務
を

除
く
。
）
。
（
法
五
十
条
の
四
）

○

○

６

自
傷
他
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
障
害
者
に
対
し
、
精
神
病
院
等
へ
の
入
院

措
置
を
と
る
こ
と
。
（
法
二
十
九
条
一
項
）

○

○

二

建
設
工
事

執
行
関
係
事

務

１

当
初
の
請
負
代
金
の
額
が
、
一
件
二
千
五
百
万
円
未

満
の
工
事
（
建
築
工
事
及
び
設
備
関
係
工
事
並
び
に
技

術
的
難
易
度
の
高
い
工
事
を
除
く
。
）
に
係
る
工
事
検

査
員
を
任
命
す
る
こ
と
。

○

○

７

許
可
表
示
者
の
変
更
又
は
広
告
物
管
理
者
の
設
置
若
し
く
は
そ
の
変
更

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
条
十
七
条
、
十
八
条
二
項
・
三
項
）

○

○

８

広
告
物
等
の
除
却
又
は
滅
失
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
条
十
九
条
二

項
）

○

○

１

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
広
告
物
の
表
示
等
の
停
止
若
し

く
は
広
告
物
の
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
又
は
そ
の
措
置
を
自

ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
等
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
（
法
七
条
一

項
か
ら
三
項
ま
で
、
条
二
十
三
条
）

○

○

２

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
は
り
紙
等
を
自
ら
除
却
し
、
又
は
そ
の
命
じ

た
者
等
に
除
却
さ
せ
る
こ
と
。
（
法
七
条
四
項
）

○

○

３

除
却
し
た
広
告
物
等
の
保
管
、
公
示
、
返
還
、
売
却
及
び
廃
棄
を
す
る

こ
と
。
（
法
八
条
一
項
か
ら
四
項
ま
で
）

○

○

香

川

県

報

平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
号
外
）

二



別
表
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
第
四
号
中
「
薬
事
業
務
」
を
「
薬
事
に
関
す
る
実
務
」
に
、
「
八
条
三

項
」
を
「
七
条
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
四
十
条
」
を
「
三
十
八
条
、
四
十
条
一
項
・
二
項
」

に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
五
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
八

号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
三
条
、
四
条
、
四
条
の
二
」
を
「
四
十
五
条
か

ら
四
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中
「
二
条
二
項
、
三
条
、

四
条
、
四
条
の
二
」
を
「
四
十
四
条
か
ら
四
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、

同
項
第
十
九
号
中
「
二
条
一
項
」
を
「
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第

十
八
号
中
「
薬
局
開
設
、
薬
局
医
薬
品
製
造
業
、
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
」
を
「
薬
局
製
造
販
売

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
若
し
く
は
製
造
業
、
薬
局
開
設
、
一
般
販
売
業
、
特
例
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医

療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
」
に
、
「
一
条
の
四
の
三
、
一
条
の
四
の
四
、
一
条
の
四
の
五
、

三
条
、
四
条
、
四
条
の
二
」
を
「
五
条
か
ら
七
条
ま
で
、
十
二
条
か
ら
十
四
条
ま
で
、
四
十
五
条
か
ら
四

十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
薬
局
開
設
、
薬
局
医
薬

品
製
造
業
、
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
若
し
く
は
製

造
業
、
薬
局
開
設
、
一
般
販
売
業
、
特
例
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸

業
」
に
、
「
一
条
の
四
の
二
、
二
条
一
項
」
を
「
四
条
、
十
一
条
、
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
中
「
卸
売
一
般
販
売
業
者
等
に
対
し
」
を
「
卸
売
一
般
販
売
業
者
、

薬
種
商
販
売
業
者
又
は
そ
の
他
の
医
薬
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
に
対
し
、
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
中
「
薬
局
開
設
者
、
薬
局
医
薬
品
製
造
業
者
、
医
療
用
具
の
販
売
業
者

若
し
く
は
賃
貸
業
者
、
一
般
販
売
業
者
又
は
特
例
販
売
業
者
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
一
般
販
売
業
者
、
特
例
販
売
業
者
又
は
医
療
機
器
の
販
売
業

者
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中
「
卸
売
一
般
販
売
業
者
等
（
医
薬

品
等
の
製
造
業
者
、
輸
入
販
売
業
者
、
国
内
管
理
人
、
薬
局
開
設
者
、
医
療
用
具
の
販
売
業
者
及
び
賃
貸

業
者
、
一
般
販
売
業
者
並
び
に
特
例
販
売
業
者
」
を
「
卸
売
一
般
販
売
業
者
、
薬
種
商
販
売
業
者
又
は
そ

の
他
の
医
薬
品
を
業
務
上
取
り
扱
う
者
（
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
、
薬
局
開
設
者
、

一
般
販
売
業
者
、
特
例
販
売
業
者
、
医
療
機
器
の
販
売
業
者
等
並
び
に
医
療
機
器
の
修
理
業
者
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
薬
局
開
設
者
、
薬
局
医
薬
品
製
造
業
者
、
医
療
用
具

の
販
売
業
者
若
し
く
は
賃
貸
業
者
、
一
般
販
売
業
者
又
は
特
例
販
売
業
者
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
一
般
販
売
業
者
、
特
例
販
売
業
者
又
は
医
療
機

器
の
販
売
業
者
等
」
に
、
「
六
十
九
条
二
項
・
三
項
」
を
「
六
十
九
条
一
項
か
ら
三
項
ま
で
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
中
「
二
十
九
条
の
六
」
を
「
百

四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
第
十
号
中
「
１１
、
１４
、
１６
、
１９
及
び
２０
」
を
「
１５
、
２０
、
２２
及
び
２５
か

ら
２７
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
を
削

り
、
同
項
第
七
号
中
「
薬
局
医
薬
品
の
製
造
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
」
に
、
「
七
項
」

を
「
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
第
六
号
中
「
薬
局
医
薬
品
」
を
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
」
に
、
「
十

二
条
二
項
」
を
「
十
三
条
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

１０

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。
（
法
十
四
条
十
項
）

○

○

１１

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
承
認
取
得
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。
（
法
十
四
条
の
八
）

○

○

１２

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
届
出
を
受
け
、
又
は
当
該
届
出
事
項

の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
十
四
条
の
九
第
一
項
・
二
項
）

○

○

１６

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
こ
の
関
係
事
務

に
お
い
て
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸

業
の
許
可
を
し
、
又
は
そ
の
更
新
を
す
る
こ
と
。
（
法
三
十
九
条
一
項
・
四
項
）

○

○

１７

管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
関
係
事
務

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
三

十
九
条
の
三
第
一
項
）

○

○

１８

高
度
管
理
医
療
機
器
等
又
は
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
又
は
賃
貸
業
者
（

以
下
こ
の
関
係
事
務
に
お
い
て
「
医
療
機
器
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら

休
廃
止
等
の
届
出
又
は
氏
名
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
四
十
条
一
項
・

二
項
、
十
条
）

○

○

香

川

県

報

平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
号
外
）

三



別
表
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
十
の
表
一
の
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
保
護
受
託
者
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同

項
第
七
号
中
「
二
十
七
条
七
項
」
を
「
二
十
七
条
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第

八
号
中
「
二
十
七
条
八
項
」
を
「
二
十
七
条
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九
号

中
「
二
十
七
条
九
項
」
を
「
二
十
七
条
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を

第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
里
親
等
」
を
「
里
親
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
里
親
等
」
を
「
里
親
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号

と
し
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と

し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
児
童
擁
護
施
設
等
」
を
「
里
親
に
委
託
さ
れ
、
又
は
児
童
擁
護
施
設
等
」
に
改

め
、
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
委
託
を
継
続
し
、
又
は
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項

中
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二

十
二
号
中
「
又
は
保
護
受
託
者
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
第

二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
四
の
十
一
の
表
一
の
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
保
護
受
託
者
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、

同
項
第
七
号
中
「
二
十
七
条
七
項
」
を
「
二
十
七
条
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

第
八
号
中
「
二
十
七
条
八
項
」
を
「
二
十
七
条
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九

号
中
「
二
十
七
条
九
項
」
を
「
二
十
七
条
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号

を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
里
親
等
」
を
「
里
親
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
里
親
等
」
を
「
里
親
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二

号
と
し
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号

と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
児
童
擁
護
施
設
等
」
を
「
里
親
に
委
託
さ
れ
、
又
は
児
童
擁
護
施
設
等
」
に

改
め
、
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
委
託
を
継
続
し
、
又
は
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同

項
中
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
項

第
二
十
一
号
中
「
又
は
保
護
受
託
者
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を

第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
四
の
二
十
三
の
表
一
の
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
五
条
二
項
」
を
「
五
条
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
十
一
条
一
項
」
を
「
二
十
七
条
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
二
十
七
の
表
中
「
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
」
を
「
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
、
同
表
一
の
項
第
一
号
中
「
改
良
普
及
員
」
を
「
普
及
指
導
員
」
に
、
「
十
四
条
の
六
第
二
項
」
を
「

十
二
条
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
二
十
九
の
表
一
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
四
の
二
十
九
の
表
一
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五

号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
四
の
三
十
二
の
表
中
二
十
二
の
項
を
二
十
三
の
項
と
し
、
十
五
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
を
一

「
十
四

屋
外
広
告
物
法
関

「
十
四

屋
外
広
告
物
条
例

係
事
務

関
係
事
務

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
四
の
項
中

を

法
…
屋
外
広
告
物
法

条
…
香
川
県
屋
外
広
告

条
…
香
川
県
屋
外
広
告

物
条
例

」

物
条
例

」

に
改
め
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
広
告
物
等
を
表
示
す
る
者
等
か
ら
報
告

を
徴
し
」
を
「
広
告
物
表
示
者
等
に
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
」
に
、
「
土
地
」
を
「

土
地
等
」
に
、
「
で
報
告
を
徴
し
」
を
「
で
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
」
に
、
「
十
四
条
」
を

「
三
十
四
条
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第

四
号
中
「
十
一
条
」
を
「
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
五
条
三

項
」
を
「
七
条
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

４

管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
又
は
賃

貸
業
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
三
十
九
条
の
三
第
一
項
）

○

○

３

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
若
し
く
は
賃

貸
業
の
許
可
を
し
、
又
は
そ
の
更
新
を
す
る
こ
と
。
（
法
三
十
九
条
一
項
・
四

項
）

○

８

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

を
す
る
こ
と
。
（
法
十
三
条
六
項
）

○

○

６

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
し
、
又
は
そ
の
更
新
を
す

る
こ
と
。
（
法
十
二
条
一
項
・
二
項
）

○

○

香

川

県

報

平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
号
外
）

四



別
表
四
の
三
十
二
の
表
十
四
の
項
第
二
号
中
「
五
条
一
項
四
号
」
を
「
七
条
一
項
四
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
道
路
等
に
野
立
広
告
等
の
」
を
「
地
域
等
に
お
け
る
」
に
、

「
又
は
そ
の
」
を
「
そ
の
期
間
の
更
新
を
許
可
し
、
又
は
そ
の
変
更
若
し
く
は
」
に
、
「
四
条
、
九
条
一

項
」
を
「
六
条
、
十
一
条
一
項
、
十
二
条
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
三
号
を
加
え
、
同
項
を
同
表
十
五
の
項
と
す
る
。

別
表
四
の
三
十
二
の
表
十
三
の
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
五
条
二
項
」
を
「
五
条
一
項
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
十
一
条
一
項
」
を
「
二
十
七
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
四
の
項
と
し
、
同
表

中
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
二
の
項
中

「
条
…
香
川
県
公
共
用
財

産
管
理
条
例

規
…
香
川
県
公
共
用
財

を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
、
条
十
四
条
」
を
削
り
、

産
管
理
条
例
施
行

規
則

」

同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
二
号
と
し
、
第

十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、
同
表
一
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

７

許
可
表
示
者
の
変
更
又
は
広
告
物
管
理
者
の
設
置
若
し
く
は
そ
の
変
更
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。
（
条
十
七
条
、
十
八
条
二
項
・
三
項
）

○

○

８

広
告
物
等
の
除
却
又
は
滅
失
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
条
十
九
条
二
項
）

○

○

１

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
広
告
物
の
表
示
等
の
停
止
若
し
く
は

広
告
物
の
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
又
は
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
、

若
し
く
は
そ
の
命
じ
た
者
等
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
（
法
七
条
一
項
か
ら
三
項
ま

で
、
条
二
十
三
条
）

○

○

２

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
は
り
紙
等
を
自
ら
除
却
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者

等
に
除
却
さ
せ
る
こ
と
。
（
法
七
条
四
項
）

○

○

３

除
却
し
た
広
告
物
等
の
保
管
、
公
示
、
返
還
、
売
却
及
び
廃
棄
を
す
る
こ
と
。

（
法
八
条
一
項
か
ら
四
項
ま
で
）

○

○

二

建
設
工
事

執
行
関
係
事

務

１

当
初
の
請
負
代
金
の
額
が
、
一
件
二
千
五
百
万
円
未
満
の

工
事
（
建
築
工
事
及
び
設
備
関
係
工
事
並
び
に
技
術
的
難
易

度
の
高
い
工
事
を
除
く
。
）
に
係
る
工
事
検
査
員
を
任
命
す

る
こ
と
。

○

○

香

川

県

報

平
成
十
七
年
四
月
一
日

（
号
外
）
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